
                    令和 2年４月 24 日  

 

保護者の皆様へ 

 

西尾市教育委員会 

 

小・中学校等の臨時休校の延長について 

 

 西尾市教育委員会では、愛知県教育委員会からの要請を踏まえて、

小・中学校等の臨時休校を下記のとおり延長します。 

保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 小・中学校・義務教育学校の臨時休校期間の期限を、5 月 6 日

（水）から５月３１日（日）まで延長します。 

 

２ 小学校・義務教育学校の自主登校教室の開設期間の期限を、５

月１日（金）から５月２９日（金）まで延長します。 

 ※自主登校教室は、土曜日・日曜日・祝日は閉室です。 

 ※家族の健康状態が良好でない場合も登校を控えてください。 

 

３ 休校期間中は、学校が家庭訪問や分散による登校日を設け、児

童生徒の学習面や健康面を支えていきます。詳細については、学

校から改めて連絡させていただきます。 

 

（問合先 教育委員会事務局 学校教育課 ℡６５－２１７４） 

  



（やさしいにほんご） 

れいわ２ねん ４がつ 24 にち 

 

おとうさん、おかあさん、おうちのひとへ 

 

にしおし きょういくいいんかい 

 

がっこう は ５がつ３１にち まで やすみ に します 
 

 

１ やすみ の ひ 【しょうがっこう・ちゅうがっこう】 

５がつ７にち（もくようび） ～ ５がつ３１にち（にちようび） 

 

２ しょうがっこう が やすみ の ときの とくべつ（Special）  

の きょうしつ (じしゅ とうこう きょうしつ) が ある ひ 

 ５がつ７にち（もくようび） ～ ５がつ２９にち（きんようび） 

※じしゅ とうこう きょうしつ は、どようび、にちようび、しゅくじつ（カレンダーの 

あかい ひ） は、ありません。 

※おうち の ひと が、ねつ、せき、くしゃみ、のどがいたい、ときは、

こないでください。 

 

３ やすみ の ひ の がっこう  

  やすみ の ひ に、せんせい が、いえ に いくこと、こども が、がっこう

に いく とき が あります。また、がっこう から、れんらくします。 

 

（でんわ きょういくいいんかい がっこうきょういく か ℡０５６３－６５－２１７７） 

 


